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	日立市女性人材リストにご登録ください！
	～あなたの経験や思いを市政に生かしてみませんか？～
	日立市では、市政に女性の参画を促進することを目的に、「日立市女性人材リスト」を作成しています。 市政に関心のある方、地域活動やボランティア活動に参加している方、仕事や資格、学習などで培った知識や経験を生かしたい方など、幅広い皆さまのご登録をお待ちしています。
	１　登録対象者
	次の事項に２つとも該当する方
	（１）１８歳以上の女性（日立市内に住所もしくは勤務先、または所属団体が 　　　ある方、市内の学校に在学している方） （２）市政への関心や参画意欲をお持ちの方、または様々な分野において活 　　　動を実践されている方、または専門的な知識や経験をお持ちの方
	２　登録方法 　　　「日立市女性人材リスト登録票」に必要事項を記入し、女性若者支援課 　　　にご提出いただくか、登録フォームからご登録ください。
	３　注意事項　  　　　登録された方が必ず委員等に選任されるものではありません。　 　　　 また、実際に登用される場合には、女性若者支援課から委員就任 　　　 についてご意向の確認をさせていただきます。ご都合によりご辞 　　　 退いただくことも可能です。
	【問合せ先】 　日立市市民生活環境部女性若者支援課  　男女共同参画推進室   日立シビックセンター６階（日立市幸町１－２１－１）   TEL 0294-26-0315　





